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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音声信号がＩＰパケットに変換された音声ＩＰパケットを伝送する第１の無線ＩＰネッ
トワーク、及び前記第１の無線ＩＰネットワークと異なる第２の無線ＩＰネットワークに
接続可能な無線通信装置との通信経路を制御する通信経路制御装置であって、
　前記無線通信装置から通信先に向けて送信された前記音声ＩＰパケットを中継する中継
部と、
　前記中継部が受信した受信音声ＩＰパケットの受信時刻を順次取得する受信時刻取得部
と、
　前記受信時刻取得部が取得した複数の前記受信時刻に基づいて、前記通信経路を前記第
１の無線ＩＰネットワーク経由から、前記第２の無線ＩＰネットワーク経由に切り替える
通信経路制御部と、を備え
　前記第１の無線ＩＰネットワークは、前記無線通信装置との無線通信を実行する複数の
無線基地局を備え、
　前記通信経路制御部は、同一の無線基地局との無線通信を実行する複数の無線通信装置
との前記通信経路を切り替える場合、前記複数の無線通信装置のうち、一部の無線通信装
置との前記通信経路を切り替え、
　前記一部の無線通信装置との前記通信経路の切り替えが完了した後、前記受信時刻取得
部が取得した複数の前記受信時刻に基づいて、前記一部の無線通信装置を除く残りの無線
通信装置との前記通信経路を切り替えるか否かを判定する通信経路制御装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の無線ＩＰネットワークに接続可能な無線通信装置との通信経路を制御
する通信経路制御装置及び通信経路制御方法、複数の無線ＩＰネットワークに接続可能な
無線通信装置及び無線通信装置の通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インターネットプロトコル（ＩＰ）に対応したＩＰネットワークの普及が著しい
。ＩＰネットワークの普及に伴い、いわゆるＶｏＩＰ技術を用いて音声信号をＩＰパケッ
ト（以下、音声ＩＰパケット）に変換し、ＩＰネットワークを介して音声ＩＰパケットを
伝送することが一般的になりつつある。
【０００３】
　このように、ＩＰネットワークを介して音声ＩＰパケットを伝送する場合において、Ｉ
Ｐネットワークの通信品質（例えば、ＩＰパケットの伝送遅延時間）に基づいて、電話端
末間の通信経路を切り替える方法が開示されている（例えば、特許文献１）。
【０００４】
　当該方法では、ＲＴＰ（real-time transport protocol）を用いて音声ＩＰパケットが
伝送される。また、音声ＩＰパケットのセッションを制御するため、ＲＴＣＰ（RTP cont
rol protocol）が用いられる。音声ＩＰパケットの受信側では、受信したＲＴＣＰパケッ
トに含まれる情報からＩＰネットワークの通信品質が判定され、判定結果に応じて電話端
末間の通信経路が切り替えられる。
【特許文献１】特開２００２－３４４４９７号公報（第７－８頁、第５－７図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した通信経路を切り替える方法には、次のような問題があった。す
なわち、ＲＴＣＰパケットの平均的な送信間隔が長い（２秒程度）ため、無線基地局など
によって構成される無線ＩＰネットワークでは、フェージングなど、急激な通信品質の劣
化に対応することができない場合が発生する。
【０００６】
　また、複数の無線ＩＰネットワーク（例えば、携帯電話ネットワークと無線ＬＡＮネッ
トワーク）間において通信経路を切り替える場合、無線ＩＰネットワークの下り方向にお
ける通信品質の劣化に対しては、無線通信装置が切り替えを主導することができる。一方
、無線ＩＰネットワークの上り方向における通信品質の劣化に対しては、受信側の通信制
御装置において、無線ＩＰネットワークの無線状態や通信品質の劣化を把握することが困
難なため、他の無線ＩＰネットワークを経由した通信経路への切り替えを行うべきか否か
を判定することができないといった問題があった。また、送信後の無線通信装置において
も、受信側における通信品質の劣化を把握することが困難なため、同様の問題があった。
【０００７】
　そこで、本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、無線ＩＰネットワー
クを経由して音声ＩＰパケットを伝送する場合において、急激な通信品質の劣化にも対応
しつつ、異なる無線ＩＰネットワークを経由する通信経路への適切な切り替えを行うこと
ができる通信経路制御装置、無線通信装置、通信経路制御方法及び無線通信装置の通信方
法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した問題を解決するため、本発明は、次のような特徴を有している。まず、本発明
の第１の特徴は、音声信号がＩＰパケットに変換された音声ＩＰパケット（例えば、Ｖｏ
ＩＰパケットＰ１１）を伝送する第１の無線ＩＰネットワーク（無線ＩＰネットワーク１
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０Ａ）、及び前記第１の無線ＩＰネットワークと異なる第２の無線ＩＰネットワーク（無
線ＩＰネットワーク１０Ｂ）に接続可能な無線通信装置（例えば、携帯電話端末３００Ａ
）との通信経路（通信経路Ｒ１，Ｒ２）を制御する通信経路制御装置（スイッチングサー
バ１００）であって、前記無線通信装置から通信先（ＩＰ電話端末４２）に向けて送信さ
れた前記音声ＩＰパケットを中継する中継部（ＭＮ側受信制御部１１３及びＣＮ側通信経
路制御部１１９）と、前記中継部が受信した受信音声ＩＰパケットの受信時刻を順次取得
する受信時刻取得部（ＭＮ側受信制御部１１３）と、前記受信時刻取得部が取得した複数
の前記受信時刻に基づいて、前記通信経路を前記第１の無線ＩＰネットワーク経由から、
前記第２の無線ＩＰネットワーク経由に切り替える通信経路制御部（送信パケット振り分
け部１０９及び通信経路制御部１１１）と
を備えることを要旨とする。
【０００９】
　このような通信経路制御装置によれば、無線通信装置から通信先に向けて送信された複
数の音声ＩＰパケットの受信時刻に基づいて、通信経路が、第１の無線ＩＰネットワーク
経由から第２の無線ＩＰネットワーク経由に切り替えられる。このため、無線ＩＰネット
ワークの上り方向における通信品質の劣化した場合でも、通信経路を第１の無線ＩＰネッ
トワークから第２の無線ＩＰネットワーク経由に切り替えることができる。
【００１０】
　また、このような通信経路制御装置によれば、音声信号がＩＰパケットに変換された音
声ＩＰパケットの受信時刻に基づいて通信経路を切り替えるか否かが即座に判定されるた
め、平均的な送信間隔が長いＲＴＣＰパケットなどを用いる場合と比較して、通信品質の
劣化に迅速に対応することができる。すなわち、このような通信経路制御装置によれば、
フェージングなど、急激な通信品質の劣化が生じ得る無線ＩＰネットワークにも対応する
ことができる。
【００１１】
　本発明の第２の特徴は、本発明の第１の特徴に係り、前記通信経路制御部は、前記受信
音声ＩＰパケットの受信時刻に基づいて所定の基準時刻（時刻ｔ０）からの経過時間を演
算し、前記受信音声ＩＰパケットのシーケンス番号（ｓｅｑ）及び前記受信音声ＩＰパケ
ットの時間長（例えば、２０ｍｓ）を用いて求められる標準伝送時間と、前記経過時間と
の差に基づいて、前記通信経路を前記第１の無線ＩＰネットワーク経由から、前記第２の
無線ＩＰネットワーク経由に切り替えることを要旨とする。
【００１２】
　本発明の第３の特徴は、本発明の第１の特徴に係り、前記音声信号の符号化に用いられ
る音声符号化則は、前記第１の無線ＩＰネットワークと、前記第２の無線ＩＰネットワー
クとにおいて異なることを要旨とする。
【００１３】
　本発明の第４の特徴は、本発明の第１の特徴に係り、前記音声ＩＰパケットは、所定の
無線フレームに割り当てられ、前記無線フレームの構成は、前記第１の無線ＩＰネットワ
ークと、前記第２の無線ＩＰネットワークとにおいて異なることを要旨とする。
【００１４】
　本発明の第５の特徴は、本発明の第１の特徴に係り、前記第１の無線ＩＰネットワーク
は、前記無線通信装置との無線通信を実行する複数の無線基地局（無線基地局１１，１２
）を備え、前記通信経路制御部は、同一の無線基地局との無線通信を実行する複数の無線
通信装置（携帯電話端末３００Ａ，３００Ｂ及び３００Ｎ）との前記通信経路を切り替え
る場合、前記複数の無線通信装置のうち、一部の無線通信装置（例えば、携帯電話端末３
００Ａ）との前記通信経路を切り替え、前記一部の無線通信装置との前記通信経路の切り
替えが完了した後、前記受信時刻取得部が取得した複数の前記受信時刻に基づいて、前記
一部の無線通信装置を除く残りの無線通信装置（携帯電話端末３００Ｂ，３００Ｎ）との
前記通信経路を切り替えるか否かを判定することを要旨とする。
【００１５】
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　また、前記通信経路制御装置は、既に受信した受信音声ＩＰパケットの平均受信間隔と
、最新の受信音声ＩＰパケットの受信間隔とに基づいて、音声ＩＰパケットの送信が停止
されているか否かを判定する制御装置側無音検出部（無音検出部１０７）をさらに備え、
前記制御装置側無音検出部によって前記音声ＩＰパケットの送信が停止されていると判定
されている間、前記通信経路制御部が前記通信経路の切り替えを中止するようにしてもよ
い。
【００１６】
　本発明の第６の特徴は、音声信号がＩＰパケットに変換された音声ＩＰパケット（例え
ば、ＶｏＩＰパケットＰ１１）を伝送する第１の無線ＩＰネットワーク（無線ＩＰネット
ワーク１０Ａ）、及び前記第１の無線ＩＰネットワークと異なる第２の無線ＩＰネットワ
ーク（無線ＩＰネットワーク１０Ｂ）に接続可能な無線通信装置（例えば、携帯電話端末
３００Ａ）であって、前記音声ＩＰパケットを前記第１の無線ＩＰネットワークまたは前
記第２の無線ＩＰネットワークを経由して送受信する送受信部（受信制御部３０７及び送
信パケット振り分け部３０９）と、前記音声ＩＰパケットが所定の間隔で送信されている
か否かを検出する無音検出部（無音検出部３１５）と、前記無音検出部によって前記音声
ＩＰパケットの送信が停止されていると判定されている間、前記停止まで前記送受信部が
前記音声ＩＰパケットを送信していた前記第１の無線ＩＰネットワークを経由して、前記
音声ＩＰパケットの擬似パケットを所定の間隔で送信する擬似パケット送信部（送信パケ
ット振り分け部３０９及び擬似パケット生成部３１１）とを備えることを要旨とする。
【００１７】
　本発明の第７の特徴は、音声信号がＩＰパケットに変換された音声ＩＰパケットを伝送
する第１の無線ＩＰネットワーク、及び前記第１の無線ＩＰネットワークと異なる第２の
無線ＩＰネットワークに接続可能な無線通信装置との通信経路を制御する通信経路制御方
法が、前記無線通信装置から通信先に向けて送信された前記音声ＩＰパケットを受信する
ステップと、前記受信した受信音声ＩＰパケットの受信時刻を順次取得するステップと、
前記取得した複数の前記受信時刻に基づいて、前記通信経路を前記第１の無線ＩＰネット
ワーク経由から、前記第２の無線ＩＰネットワーク経由に切り替えるステップとを含むこ
とを要旨とする。
【００１８】
　本発明の第８の特徴は、音声信号がＩＰパケットに変換された音声ＩＰパケットを伝送
する第１の無線ＩＰネットワーク、及び前記第１の無線ＩＰネットワークと異なる第２の
無線ＩＰネットワークに接続可能な無線通信装置の通信方法が、前記音声ＩＰパケットを
前記第１の無線ＩＰネットワークまたは前記第２の無線ＩＰネットワークを経由して送受
信するステップと、前記音声ＩＰパケットを所定の間隔で送信しているか否かを検出する
ステップと、前記音声ＩＰパケットの送信が停止されていると判定されている間、前記停
止まで前記音声ＩＰパケットを送信していた前記第１の無線ＩＰネットワークを経由して
、前記音声ＩＰパケットの擬似パケットを所定の間隔で送信するステップとを含むことを
要旨とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の特徴によれば、無線ＩＰネットワークを経由して音声ＩＰパケットを伝送する
場合において、急激な通信品質の劣化にも対応しつつ、異なる無線ＩＰネットワークを経
由する通信経路への適切な切り替えを行うことができる通信経路制御装置、無線通信装置
、通信経路制御方法及び無線通信装置の通信方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　次に、本発明の実施形態について説明する。なお、以下の図面の記載において、同一ま
たは類似の部分には、同一または類似の符号を付している。ただし、図面は模式的なもの
であり、各寸法の比率などは現実のものとは異なることに留意すべきである。
【００２１】



(5) JP 4545109 B2 2010.9.15

10

20

30

40

50

　したがって、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきものである。また、
図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論で
ある。
【００２２】
（通信システムの全体概略構成）
　図１は、本実施形態に係る通信システム１の全体概略構成図である。図１に示すように
、通信システム１には、無線ＩＰネットワーク１０Ａ及び無線ＩＰネットワーク１０Ｂが
含まれる。無線ＩＰネットワーク１０Ａは、ＩＰパケットを伝送することができるＩＰネ
ットワークである。
【００２３】
　無線ＩＰネットワーク１０Ａは、携帯電話端末３００Ａ，３００Ｂ及び３００Ｎ（無線
通信装置）との無線通信を実行する無線基地局１１，１２を備える。本実施形態では、無
線ＩＰネットワーク１０Ａは、無線通信方式としてＣＤＭＡ（具体的には、３ＧＰＰ２の
規格であるＨＲＰＤ）を用いる携帯電話ネットワークである。
【００２４】
　無線ＩＰネットワーク１０Ｂは、無線ＩＰネットワーク１０Ａと同様にＩＰパケットを
伝送することができる。無線ＩＰネットワーク１０Ｂは、携帯電話端末３００Ａ，３００
Ｂ及び３００Ｎ（無線通信装置）との無線通信を実行する無線基地局１３を備える。なお
、無線基地局及び携帯電話端末の数は、図１に示した数に限定されるものではない。
【００２５】
　無線ＩＰネットワーク１０Ｂは、無線ＩＰネットワーク１０Ａとは異なる無線通信方式
を用いる。本実施形態では、無線ＩＰネットワーク１０Ｂは、無線通信方式として、ＩＥ
ＥＥ８０２．１６ｅの規定に準拠したモバイルＷｉＭＡＸを用いる。
【００２６】
　また、無線ＩＰネットワーク１０Ａ及び無線ＩＰネットワーク１０Ｂでは、音声信号が
ＩＰパケットに変換されたＶｏＩＰパケット（音声ＩＰパケット）が伝送される。なお、
ＣＤＭＡを用いる無線ＩＰネットワーク１０Ａと、モバイルＷｉＭＡＸを用いる無線ＩＰ
ネットワーク１０Ｂとは、音声信号の符号化に用いられる音声符号化則が異なる。具体的
には、無線ＩＰネットワーク１０Ａでは、ＩＴＵ－Ｔ　Ｇ．７２９が用いられる。また、
無線ＩＰネットワーク１０Ｂでは、ＩＴＵ－Ｔ　Ｇ．７１１が用いられる。
【００２７】
　無線ＩＰネットワーク１０Ａ及び無線ＩＰネットワーク１０Ｂは、インターネット２０
に接続される。また、インターネット２０には、中継センタ３０が接続される。
【００２８】
　中継センタ３０には、携帯電話端末３００Ａ，３００Ｂ及び３００Ｎが送受信するＩＰ
パケットを中継するネットワーク機器が設置される。具体的には、中継センタ３０には、
スイッチングサーバ１００、及びＶＰＮルータ２００Ａ，２００Ｂが設置される。
【００２９】
　スイッチングサーバ１００は、携帯電話端末３００Ａ，３００Ｂ及び３００Ｎとの通信
経路（通信経路Ｒ１，Ｒ２）を制御する。本実施形態において、スイッチングサーバ１０
０は、通信経路制御装置を構成する。
【００３０】
　ＶＰＮルータ２００Ａ，２００Ｂは、ＩＰパケットのルーティング処理を実行する。ま
た、ＶＰＮルータ２００Ａ，２００Ｂは、携帯電話端末３００Ａ（３００Ｂ，３００Ｎ）
～スイッチングサーバ１００間に、ＶＰＮ（ＩＰＳｅｃ）によるトンネルを確立する。当
該トンネルを確立することによって、ＯＳＩ第３層の仮想化を実現し、携帯電話端末３０
０Ａ（３００Ｂ，３００Ｎ）のＩＰモビリティが確保される。
【００３１】
　すなわち、本実施形態では、Ｍｏｂｉｌｅ ＩＰ（ＲＦＣ２００２）とは異なり、携帯
電話端末３００Ａ（３００Ｂ，３００Ｎ）は、無線ＩＰネットワーク１０Ａを経由して設
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定された通信経路Ｒ１、及び無線ＩＰネットワーク１０Ｂを経由して設定された通信経路
Ｒ２の両通信経路を同時に用いながら、通信先（具体的には、ＩＰ電話端末４２）との通
信を実行することができる。
【００３２】
　つまり、携帯電話端末３００Ａ（３００Ｂ，３００Ｎ）は、スイッチングサーバ１００
を経由して通信先との通信を実行するが、通信先は、携帯電話端末３００Ａ（３００Ｂ，
３００Ｎ）～スイッチングサーバ１００間において、通信経路Ｒ１または通信経路Ｒ２の
何れの通信経路が用いられているかを認識せずに、携帯電話端末３００Ａ（３００Ｂ，３
００Ｎ）のホームアドレスを宛先アドレスとして用いることができる。なお、本実施形態
では、スイッチングサーバ１００において、携帯電話端末３００Ａ（３００Ｂ，３００Ｎ
）のホームアドレスは、無線ＩＰネットワーク１０Ａにおいて携帯電話端末３００Ａ（３
００Ｂ，３００Ｎ）に割り当てられる気付アドレス、及び無線ＩＰネットワーク１０Ｂに
おいて携帯電話端末３００Ａ（３００Ｂ，３００Ｎ）に割り当てられる気付アドレスとそ
れぞれ対応付けられる。
【００３３】
　中継センタ３０（スイッチングサーバ１００）は、所定の通信ネットワーク（不図示）
を経由して、ユーザ構内４０と接続される。ユーザ構内４０には、ＩＰ電話交換機４１及
びＩＰ電話端末４２が設置される。ＩＰ電話交換機４１は、当該所定の通信ネットワーク
とＩＰ電話端末４２との間においてＶｏＩＰパケットを中継する。ＩＰ電話端末４２は、
音声信号とＶｏＩＰパケットとを相互に変換したり、ＶｏＩＰパケットを送受信したりす
る。
【００３４】
（通信システムの機能ブロック構成）
　次に、通信システム１の機能ブロック構成について説明する。具体的には、通信システ
ム１に含まれるスイッチングサーバ１００及び携帯電話端末３００Ａの機能ブロック構成
について説明する。
【００３５】
　なお、以下の説明では、スイッチングサーバ１００、携帯電話端末３００Ａ（３００Ｂ
，３００Ｎ）、及びユーザ構内４０に設置されるＩＰ電話交換機４１，ＩＰ電話端末４２
をそれぞれ次のように適宜省略する。
【００３６】
　　・　スイッチングサーバ１００：　ＳＳ
　　・　携帯電話端末３００Ａ（３００Ｂ，３００Ｎ）：　ＭＮ
　　・　ＩＰ電話交換機４１，ＩＰ電話端末４２：　ＣＮ
（１）スイッチングサーバ１００
　図２は、スイッチングサーバ１００の機能ブロック構成図である。図２に示すように、
スイッチングサーバ１００は、通信インタフェースとして、ＭＮ側通信インタフェース１
０１、ＭＮ側通信インタフェース１０３及びＣＮ側通信インタフェース１２３を備える。
【００３７】
　ＭＮ側通信インタフェース１０１，１０３は、ＭＮとの通信の実行に用いられる。具体
的には、ＭＮ側通信インタフェース１０１は、ＶＰＮルータ２００Ａと接続され、ＭＮ側
通信インタフェース１０３は、ＶＰＮルータ２００Ｂと接続される。ＣＮ側通信インタフ
ェース１２３は、ＣＮとの通信の実行に用いられる。
【００３８】
　また、スイッチングサーバ１００は、擬似パケット生成部１０５、無音検出部１０７、
送信パケット振り分け部１０９、通信経路制御部１１１、ＭＮ側受信制御部１１３、ＣＮ
側受信制御部１１５、ＣＮ側送信部１１７、ＣＮ側通信経路制御部１１９及びタイマ１２
１を備える。
【００３９】
　擬似パケット生成部１０５は、後述する擬似パケット生成部３１１と同様に、無音検出
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パケットを所定の間隔で送信することができる。
【００４０】
　無音検出部１０７は、ＣＮ側受信制御部１１５を介してＣＮから受信したＶｏＩＰパケ
ットの受信時刻に基づいて、携帯電話端末３００Ａと、通信先であるＩＰ電話端末４２と
の間における通話（下り方向）が行われていない状態（無音状態）を検出する。
【００４１】
　具体的には、無音検出部１０７は、既にＣＮから受信したＶｏＩＰパケットの平均受信
間隔と、最新のＶｏＩＰパケットの受信間隔とに基づいて、ＣＮによるＶｏＩＰパケット
の送信が停止されているか否かを判定する。なお、最新のＶｏＩＰパケットの受信間隔と
は、最後に受信したＶｏＩＰパケットと、当該ＶｏＩＰパケットの直前に受信したＶｏＩ
Ｐパケットとの間隔である。
【００４２】
　本実施形態では、無音検出部１０７は、表１及び表２に示す条件にしたがって無音状態
を判定する。
【表１】

【００４３】
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【表２】

【００４４】
　なお、表１及び表２に示す無音状態の判定方法は例示であり、公知の他の方法に基づく
判定方法でも構わない。また、携帯電話端末３００Ａの通話者がしゃべっているために、
下り方向、つまり、ＩＰ電話端末４２からスイッチングサーバ１００への方向において、
無音状態が数秒以上に渡って継続するような場合、通信経路（例えば、通信経路Ｒ１）が
切断されていないことを、ＲＴＣＰパケットを用いて検出してもよい。或いは、ＣＮ側受
信制御部１１５がＶｏＩＰパケットを１秒以上受信しない場合、比較的パケットサイズの
小さいＩＣＭＰパケット（ｐｉｎｇ）を用いて通信経路が切断されていないことを能動的
に確認するようにしてもよい。
【００４５】
　さらに、無音検出部１０７は、下り方向に加え、ＭＮから受信したＶｏＩＰパケットに
基づいて、上り方向の無音状態を検出することもできる。
【００４６】
　送信パケット振り分け部１０９は、通信経路制御部１１１による指示に応じて、携帯電
話端末３００Ａに送信されるＩＰパケットをＭＮ側通信インタフェース１０１またはＭＮ
側通信インタフェース１０３の何れかに振り分ける。また、送信パケット振り分け部１０
９は、携帯電話端末３００Ａに送信されるＩＰパケットに、携帯電話端末３００Ａのホー
ムアドレスと対応付けられている気付アドレスを付加する。
【００４７】
　通信経路制御部１１１は、携帯電話端末３００Ａに送信されるＩＰパケットの通信経路
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ＩＰパケットの通信経路として、通信経路Ｒ１または通信経路Ｒ２（図１参照）を選択す
る。
【００４８】
　また、通信経路制御部１１１は、ＭＮ側受信制御部１１３が取得した複数のＶｏＩＰパ
ケットの受信時刻に基づいて、例えば、通信経路を無線ＩＰネットワーク１０Ａ経由から
、無線ＩＰネットワーク１０Ｂ経由に切り替える。
【００４９】
　具体的には、通信経路制御部１１１は、タイマ１２１によって出力されるデータを用い
、受信したＶｏＩＰパケットの受信時刻に基づいて所定の基準時刻（例えば、図７に示す
時刻ｔ０）からの経過時間を演算する。通信経路制御部１１１は、ＶｏＩＰパケットに含
まれる当該ＶｏＩＰパケットのシーケンス番号（ｓｅｑ）、及びＶｏＩＰパケットの時間
長（例えば、２０ｍｓ）を用いて求められる標準伝送時間と、演算した経過時間との差に
基づいて、例えば、通信経路Ｒ１を通信経路Ｒ２に切り替える。また、通信経路制御部１
１１は、通信経路の切り替え要求をＭＮに送信する。
【００５０】
　また、通信経路制御部１１１は、無音検出部１０７によってＶｏＩＰパケットの送信が
停止されていると判定されている間、通信経路の切り替えを中止することができる。
【００５１】
　さらに、通信経路制御部１１１は、同一の無線基地局（例えば、無線基地局１１）との
無線通信を実行する複数の移動電話端末（例えば、携帯電話端末３００Ａ，３００Ｂ及び
３００Ｎ）との通信経路を切り替える場合、当該複数の移動電話端末のうち、一部の移動
電話端末（例えば、携帯電話端末３００Ａ）との通信経路のみを切り替えることができる
。通信経路制御部１１１は、当該一部の移動電話端末との通信経路の切り替えが完了した
後、ＭＮ側受信制御部１１３が取得した複数のＶｏＩＰパケットの受信時刻に基づいて、
当該一部の移動電話端末を除く残りの移動電話端末（携帯電話端末３００Ｂ，３００Ｎ）
との通信経路を切り替えるか否かを判定する。
【００５２】
　本実施形態では、通信経路制御部１１１は、表３及び表４に示す条件にしたがって通信
経路を切り替えるか否かを判定する。
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【００５３】
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【表４】

【００５４】
　なお、本実施形態では、２０ｍｓのフレーム長を使用したコーデック（音声符号化則）
が用いられるため、シーケンス番号（ｓｅｑ）＊２０ｍｓを基準としているが、フレーム
長が３０ｍｓの場合は、シーケンス番号（ｓｅｑ）＊３０ｍｓを基準とすればよい。
【００５５】
　ＭＮ側受信制御部１１３は、携帯電話端末３００Ａから受信したＩＰパケットに関する
制御を実行する。特に、本実施形態では、ＭＮ側受信制御部１１３は、ＭＮ側通信インタ
フェース１０１またはＭＮ側通信インタフェース１０３を介して受信したＶｏＩＰパケッ
トの受信時刻を順次取得する。本実施形態において、ＭＮ側受信制御部１１３は、受信時
刻取得部を構成する。また、ＭＮ側受信制御部１１３は、携帯電話端末３００Ａから受信
したＶｏＩＰパケットをＣＮ側通信経路制御部１１９に中継する。
【００５６】
　ＣＮ側受信制御部１１５は、ＩＰ電話交換機４１から受信したＩＰパケットに関する制
御を実行する。特に、本実施形態では、ＣＮ側受信制御部１１５は、ＣＮ側通信インタフ
ェース１２３を介して受信したＶｏＩＰパケットの受信時刻を順次取得することができる
。また、ＣＮ側受信制御部１１５は、ＩＰ電話交換機４１から受信したＶｏＩＰパケット
を送信パケット振り分け部１０９に中継する。
【００５７】
　ＣＮ側送信部１１７は、ＣＮ側通信経路制御部１１９から出力されたＩＰパケットをＣ
Ｎ側通信インタフェース１２３に中継する。
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【００５８】
　ＣＮ側通信経路制御部１１９は、ＭＮ側受信制御部１１３によって中継されたＩＰパケ
ットに含まれる宛先アドレスに基づいて、ＣＮに向けて送信されるＩＰパケットの通信経
路を制御する。本実施形態では、ＭＮ側受信制御部１１３とＣＮ側通信経路制御部１１９
とによって、携帯電話端末３００Ａから通信先に向けて送信されたＶｏＩＰパケットを中
継する中継部が構成される。
【００５９】
　タイマ１２１は、通信経路制御部１１１による経過時間の演算に用いられる時間情報を
出力する。
【００６０】
（２）携帯電話端末３００Ａ
　図３は、携帯電話端末３００Ａの機能ブロック構成図である。なお、携帯電話端末３０
０Ｂ，３００Ｎも携帯電話端末３００Ａと同様の機能ブロック構成を有する。また、以下
、上述したスイッチングサーバ１００と同様の機能については、その説明を適宜省略する
。
【００６１】
　図３に示すように、携帯電話端末３００Ａは、無線通信インタフェース３０１及び無線
通信インタフェース３０３を備える。無線通信インタフェース３０１は、無線ＩＰネット
ワーク１０Ａを経由する通信に用いられる。すなわち、無線通信インタフェース３０１は
、ＣＤＭＡ（３ＧＰＰ２の規格であるＨＲＰＤ）の規格に準拠している。
【００６２】
　無線通信インタフェース３０３は、無線ＩＰネットワーク１０Ｂを経由する通信に用い
られる。すなわち、無線通信インタフェース３０３は、モバイルＷｉＭＡＸの規格に準拠
している。
【００６３】
　また、携帯電話端末３００Ａは、無線状態監視部３０５、受信制御部３０７、送信パケ
ット振り分け部３０９、擬似パケット生成部３１１、アプリケーション３１３、無音検出
部３１５、ユーザインタフェース３１７、通信経路制御部３１９及びタイマ３２１を備え
る。
【００６４】
　無線状態監視部３０５は、無線通信インタフェース３０１及び無線通信インタフェース
３０３が受信する無線信号の状態を監視する。
【００６５】
　また、無線状態監視部３０５は、スイッチングサーバ１００からの指示に基づいて、無
線通信インタフェース３０１または無線通信インタフェース３０３を介して、無線ＩＰネ
ットワーク１０Ａまたは無線ＩＰネットワーク１０Ｂの状態（例えば、ＲＳＳＩ）を測定
し、測定した結果をスイッチングサーバ１００に通知することができる。さらに、無線状
態監視部３０５は、無線通信インタフェース３０１及び無線通信インタフェース３０３と
対向する無線基地局の識別子をスイッチングサーバ１００に通知することもできる。
【００６６】
　受信制御部３０７は、スイッチングサーバ１００から受信したＩＰパケットに関する制
御を実行する。特に、本実施形態では、受信制御部３０７は、無線通信インタフェース３
０１または無線通信インタフェース３０３を介して受信したＶｏＩＰパケットの受信時刻
を順次取得する。また、受信制御部３０７は、スイッチングサーバ１００から受信したＶ
ｏＩＰパケットをアプリケーション３１３に中継する。
【００６７】
　送信パケット振り分け部３０９は、スイッチングサーバ１００に送信されるＩＰパケッ
トを無線通信インタフェース３０１または無線通信インタフェース３０３の何れかに振り
分ける。なお、本実施形態では、受信制御部３０７と、送信パケット振り分け部３０９と
によって、送受信部が構成される。
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【００６８】
　擬似パケット生成部３１１は、無音検出部３１５によってＶｏＩＰパケットの送信を停
止されていると判定されている間、当該停止まで送信パケット振り分け部３０９がＶｏＩ
Ｐパケットを送信していた無線ＩＰネットワーク（例えば、無線ＩＰネットワーク１０Ａ
）を経由して、ＶｏＩＰパケットの擬似パケットを所定の間隔で送信することができる。
本実施形態では、送信パケット振り分け部３０９と、擬似パケット生成部３１１とによっ
て、擬似パケット送信部が構成される。
【００６９】
　具体的には、擬似パケット生成部３１１は、無音検出部３１５によってＶｏＩＰパケッ
トの送信が停止されている間、ＶｏＩＰパケットと宛先アドレス及び送信タイミングが同
様な擬似パケットを生成し、送信パケット振り分け部３０９に出力する。
【００７０】
　アプリケーション３１３は、携帯電話端末３００Ａの機能を提供するために必要となる
各種のアプリケーションソフトウェア（例えば、ＩＰ電話）によって構成される。アプリ
ケーション３１３に含まれるＩＰ電話アプリケーションによって、音声信号とＶｏＩＰパ
ケットとの相互変換が実行される。また、ＩＰ電話アプリケーションは、ユーザインタフ
ェース３１７を介して音声信号が入力されないとき（具体的には、入力される音声信号が
所定のレベル以下のとき）に、ＶｏＩＰパケットの送信を停止する。
【００７１】
　無音検出部３１５は、アプリケーション３１３（ＩＰ電話）によってＶｏＩＰパケット
が生成されない場合、つまり、ＶｏＩＰパケットが所定の間隔で送信されているか否かを
検出する。なお、アプリケーション３１３（ＩＰ電話）は、ユーザインタフェース３１７
を介して音声信号（またはＶｏＩＰパケット）が入力されていないとき、ＶｏＩＰパケッ
トを生成しないようにすることができる。
【００７２】
　本実施形態では、無音検出部３１５は、スイッチングサーバ１００と同様に、表１に示
した無音状態判定閾値に基づいて無音状態を判定する。ここで、図７は、無音検出部３１
５による無音状態の判定処理、及び擬似パケット生成部３１１による擬似パケットの送信
処理の具体例を示す。
【００７３】
　図７に示すように、ＶｏＩＰパケット（より具体的には、ＲＴＰパケット）は、２０ｍ
ｓごとに送信される。ＶｏＩＰパケットのサイズは６５ｂｙｔｅである。図７では、Ｖｏ
ＩＰパケットＰ１１が時刻ｔ０に送信され、次いで、ＶｏＩＰパケットＰ１２及びＰ１３
が２０ｍｓごとに順次送信されている。ここで、無音検出部３１５は、時刻ｔ１に無音状
態を検出する。
【００７４】
　無音検出部３１５によって無音状態が検出されると、擬似パケット生成部３１１は、擬
似パケットＰ２１を時刻ｔ２に送信する。なお、擬似パケット生成部３１１は、ＶｏＩＰ
パケットの送信周期と合わせて時刻ｔ２’に擬似パケットＰ２１を送信してもよいが、本
実施形態では、所定の閾値（５ｍｓ）の経過後（時刻ｔ２）に、擬似パケットＰ２１を送
信する。
【００７５】
　また、擬似パケット生成部３１１は、ＨＰＲＤの送信周期（所定の無線フレーム）に合
わせて擬似パケットを送信する。本実施形態では、ＶｏＩＰパケットの送信周期は２０ｍ
ｓであり、ＨＰＲＤの送信周期は２６．６ｍｓである。
【００７６】
　なお、無音検出部３１５によって無音状態と判定された後、最初に送信される擬似パケ
ットＰ２１の送信タイミングは、次のＨＰＲＤの送信周期にしたがって送信される１２１
ｂｙｔｅの無線パケット（不図示）に含まれていればよく、図７の例の場合、所定の閾値
（５ｍｓ）を１５ｍｓまで延ばすこともできる。
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【００７７】
　また、本実施形態では、無線ＩＰネットワーク１０Ａを介して送信されるＶｏＩＰパケ
ットは、ＨＰＲＤの送信周期、つまり、所定の無線フレームに割り当てられる。また、無
線フレームの構成は、無線ＩＰネットワーク１０Ａと、無線ＩＰネットワーク１０Ｂとに
おいて異なる。
【００７８】
　擬似パケット生成部３１１は、擬似パケットＰ２１～Ｐ２ｎを順次送信する。なお、擬
似パケットＰ２１～Ｐ２ｎは、上述したように、ＶｏＩＰパケットＰ１１～Ｐ１３とほぼ
同様の構成を有する。
【００７９】
　次いで、無音検出部３１５は、時刻ｔ３にＶｏＩＰパケットＰ１４の送信を検出する。
無音検出部３１５によってＶｏＩＰパケットＰ１４の送信が検出されると、擬似パケット
生成部３１１は、擬似パケットの送信を中止する。また、ＶｏＩＰパケットＰ１４に引き
続き、ＶｏＩＰパケットＰ１５，Ｐ１６が送信される。
【００８０】
　図３に示すように、ユーザインタフェース３１７は、携帯電話端末３００Ａのユーザと
のインタフェースを提供する。ユーザインタフェース３１７には、操作キー部や画像表示
部が含まれる。また、ユーザインタフェース３１７には、パーソナル・コンピュータなど
を接続する通信インタフェースも含まれる。
【００８１】
　通信経路制御部３１９は、無線状態監視部３０５によって監視された無線信号の状態や
、受信制御部３０７によって取得されたＶｏＩＰパケットの受信時刻に基づいて、例えば
、通信経路を無線ＩＰネットワーク１０Ａ経由から、無線ＩＰネットワーク１０Ｂ経由に
切り替える。
【００８２】
　タイマ３２１は、通信経路制御部３１９による通信経路の切り替えの判定などに用いら
れる時間情報を出力する。
【００８３】
（通信システムの動作）
　次に、上述した通信システム１の動作について説明する。具体的には、（１）通信経路
の切り替え動作、（２）擬似パケットの送信動作、（３）複数の携帯電話端末との通信経
路の順次切り替え動作、について説明する。
【００８４】
（１）通信経路の切り替え動作
　図４は、スイッチングサーバ１００による通信経路の切り替え動作を示すフロー図であ
る。図４に示すように、ステップＳ１１において、スイッチングサーバ１００（ＳＳ）は
、ＭＮ（例えば、携帯電話端末３００Ａ）とＣＮ（ＩＰ電話端末４２）との通信（音声通
話）の開始に伴って、ＭＮ及びＣＮから、ＶｏＩＰパケットをそれぞれ受信する。なお、
ステップＳ１１では、通信経路Ｒ１、つまり、無線ＩＰネットワーク１０Ａ（図１参照）
を用いて通信が開始されたものとする。
【００８５】
　ステップＳ１３において、スイッチングサーバ１００は、通信の開始に伴い、シーケン
ス番号（ｓｅｑ）が０であるＶｏＩＰパケットを受信すると、当該ＶｏＩＰパケットの受
信時刻（例えば、時刻ｔ０）からの経過時間（ｔ）の計測を開始する。
【００８６】
　ステップＳ１５において、スイッチングサーバ１００は、順次受信したＶｏＩＰパケッ
トのシーケンス番号（ｓｅｑ）及び当該ＶｏＩＰパケットの受信時刻を監視する。
【００８７】
　ステップＳ１７において、スイッチングサーバ１００は、無音状態を検出したか否かを
判定する。具体的には、スイッチングサーバ１００は、表１及び表２に示した条件にした
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がって、ＭＮとＣＮとの通信（音声通話）が、無音状態か否かを判定する。
【００８８】
　無音状態を検出した場合（ステップＳ１７のＹＥＳ）、スイッチングサーバ１００は、
ステップＳ１３からの動作を繰り返す。
【００８９】
　無音状態を検出していない場合（ステップＳ１７のＮＯ）、ステップＳ１９において、
スイッチングサーバ１００は、通信経路の切り替え条件を満足するか否かを判定する。具
体的には、スイッチングサーバ１００は、表３及び表４に示した条件にしたがって、通信
経路の切り替え条件を満足するか否かを判定する。
【００９０】
　通信経路の切り替え条件を満足する場合（ステップＳ１９のＹＥＳ）、ステップＳ２１
において、スイッチングサーバ１００は、ＭＮとの通信経路を切り替える。具体的には、
スイッチングサーバ１００は、通信経路Ｒ１から通信経路Ｒ２に切り替える。
【００９１】
　通信経路の切り替え条件を満足しない場合（ステップＳ１９のＮＯ）、スイッチングサ
ーバ１００は、ステップＳ１５からの動作を繰り返す。
【００９２】
　ステップＳ２３において、スイッチングサーバ１００は、通信経路を通信経路Ｒ１から
通信経路Ｒ２に切り替える切り替え要求をＭＮに送信する。
【００９３】
　ステップＳ２１及びＳ２３の動作が完了すると、ＭＮとＣＮとの間において送受信され
るＶｏＩＰパケットは、通信経路Ｒ１ではなく、通信経路Ｒ２経由に変更される。
【００９４】
（２）擬似パケットの送信動作
　図５は、携帯電話端末３００Ａによる擬似パケットの送信動作を示すフロー図である。
図５に示すように、ステップＳ１０１において、携帯電話端末３００Ａ（ＭＮ）は、ＳＳ
を介してＣＮに送信されるＶｏＩＰパケットを監視する。具体的には、携帯電話端末３０
０Ａは、ＣＮに送信されるＶｏＩＰパケットの送信時刻を監視する。なお、ここでは、通
信経路Ｒ１を用いてＶｏＩＰパケットが送信されるものとする。
【００９５】
　ステップＳ１０３において、携帯電話端末３００Ａは、最近に送信されたＶｏＩＰパケ
ットの送信時刻から所定時間（例えば、表１に示す無音状態判定閾値）経過したか否かを
判定する。
【００９６】
　最近に送信されたＶｏＩＰパケットの送信時刻から所定時間経過した場合（ステップＳ
１０３のＹＥＳ）、携帯電話端末３００Ａは、ステップＳ１０５Ａ～Ｓ１０５Ｂのループ
処理を２０ｍｓごとに実行する。
【００９７】
　ステップＳ１０７において、携帯電話端末３００Ａは、ＣＮにＶｏＩＰパケットを送信
したか否かを判定する。
【００９８】
　ＣＮにＶｏＩＰパケットを送信していない場合（ステップＳ１０７のＮＯ）、ステップ
Ｓ１０９において、携帯電話端末３００Ａは、擬似パケットを送信する。例えば、図７に
示すように、携帯電話端末３００Ａは、通信経路Ｒ１、つまり、ＶｏＩＰパケットが送信
されていた通信経路と同一の通信経路を用いて、擬似パケットＰ２１をＳＳに送信する。
【００９９】
　ＳＳにＶｏＩＰパケットを送信した場合（ステップＳ１０７のＹＥＳ）、ステップＳ１
１１において、携帯電話端末３００Ａは、擬似パケットの送信を中止する。
【０１００】
（３）複数の携帯電話端末との通信経路の順次切り替え動作
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　図６は、複数の携帯電話端末との通信経路を順次切り替える動作を示すフロー図である
。ここでは、複数のＭＮ、具体的には、携帯電話端末３００Ａ，３００Ｂ及び３００Ｎが
同一の無線基地局、具体的には、無線基地局１１と無線通信を実行しているものとする。
【０１０１】
　図６に示すように、ステップＳ２０１において、スイッチングサーバ１００（ＳＳ）は
、各ＭＮから送信されたＶｏＩＰパケットの受信間隔を監視する。具体的には、スイッチ
ングサーバ１００は、各ＭＮから送信されるＶｏＩＰパケットの受信時刻に基づいて、Ｖ
ｏＩＰパケットの受信間隔を監視する。また、スイッチングサーバ１００は、各ＭＮが無
線通信を実行している無線基地局１１の識別子を取得する。なお、当該識別子は、例えば
、各ＭＮから送信されるＩＰパケットに含めることができる。
【０１０２】
　ステップＳ２０３において、スイッチングサーバ１００は、何れかのＭＮ（例えば、携
帯電話端末３００Ａ）から送信されたＶｏＩＰパケットの受信間隔が、通信経路の切り替
え条件（表３及び表４参照）を満足するか否かを判定する。
【０１０３】
　当該条件を満足する場合（ステップＳ２０３のＹＥＳ）、ステップＳ２０５において、
スイッチングサーバ１００は、当該条件を満足するＶｏＩＰパケットを送信したＭＮ（携
帯電話端末３００Ａ）と同一基地局（無線基地局１１）を介して接続されている他のＭＮ
から送信されたＶｏＩＰパケットの受信間隔が、ステップＳ２０３において当該条件を満
足すると判定されたＭＮ（携帯電話端末３００Ａ）と同様に、通信経路の切り替え条件を
満足するか否かを判定する。
【０１０４】
　一方、当該条件を満足しない場合（ステップＳ２０３のＮＯ）、スイッチングサーバ１
００は、ステップＳ２０１からの動作を繰り返す。
【０１０５】
　他のＭＮも同様に当該条件を満足する場合（ステップＳ２０５のＹＥＳ）、ステップＳ
２０７において、スイッチングサーバ１００は、当該条件を満足する複数のＭＮに、通信
経路の切り替え先（無線ＩＰネットワーク１０Ｂ）の状態（例えば、ＲＳＳＩやＣＩＲ）
の測定（測定結果の通知を含む）を指示する。
【０１０６】
　つまり、本実施形態では、同一の無線基地局を介して接続される複数のＭＮについて、
ＶｏＩＰパケットの受信間隔が同様である場合、無線区間の状態の変化に伴って上り方向
の通信品質が劣化したのではなく、トラフィックの混雑によるものと推定される。
【０１０７】
　他のＭＮは当該条件を満足しない場合（ステップＳ２０５のＮＯ）、ステップＳ２０９
において、スイッチングサーバ１００は、ステップＳ２０３において当該条件を満足する
と判定されたＭＮとの通信経路を切り替える。なお、具体的な切り替え方法は、上述した
ステップＳ２１及びＳ２３と同様である。
【０１０８】
　ステップＳ２１１において、スイッチングサーバ１００は、各ＭＮからの通知された切
り替え先（無線ＩＰネットワーク１０Ｂ）の状態の測定結果に基づいて、切り替え先の状
態が最も良好なＭＮ（例えば、携帯電話端末３００Ａ）との通信経路を切り替える。具体
的には、スイッチングサーバ１００は、切り替え先の状態が最も良好なＭＮ（携帯電話端
末３００Ａ）との通信経路Ｒ１（無線ＩＰネットワーク１０Ａ経由）を、通信経路Ｒ２（
無線ＩＰネットワーク１０Ｂ経由）に切り替える。
【０１０９】
　ステップＳ２１３において、スイッチングサーバ１００は、通信経路を切り替えていな
い他のＭＮ（携帯電話端末３００Ｂ，３００Ｎ）から送信されたＶｏＩＰパケットの受信
間隔が改善したか否かを判定する。具体的には、スイッチングサーバ１００は、当該ＭＮ
から送信されたＶｏＩＰパケットの受信間隔が、通信経路の切り替え条件を満足しないよ
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うになったかを判定する。
【０１１０】
　ここで、仮に、すべてのＭＮとの通信経路を一斉に切り替えた場合、切り替え先でのト
ラフィックが急激に増大し、切り替え先でも同様の状態が発生する可能性がある。そこで
、一部のＭＮを対象として通信経路を切り替えれば、それぞれの無線ＩＰネットワークに
トラフィックが分散され、通信経路を切り替えていない他のＭＮについても通信品質を改
善させられる可能性があるためである。
【０１１１】
　当該ＭＮから送信されたＶｏＩＰパケットの受信間隔が改善した場合（ステップＳ２１
３のＹＥＳ）、スイッチングサーバ１００は、ステップＳ２０１からの動作を繰り返す。
つまり、スイッチングサーバ１００は、当該ＭＮとの通信経路を切り替えない。
【０１１２】
　一方、当該ＭＮから送信されたＶｏＩＰパケットの受信間隔が改善しない場合（ステッ
プＳ２１３のＮＯ）、スイッチングサーバ１００は、ステップＳ２１１からの動作を繰り
返す。つまり、スイッチングサーバ１００は、当該ＭＮ（携帯電話端末３００Ｂ，３００
Ｎ）のうち、切り替え先の状態が最も良好なＭＮ（例えば、携帯電話端末３００Ｂ）との
通信経路Ｒ１（無線ＩＰネットワーク１０Ａ経由）を、通信経路Ｒ２（無線ＩＰネットワ
ーク１０Ｂ経由）に切り替える。
【０１１３】
（作用・効果）
　スイッチングサーバ１００によれば、ＭＮからＣＮに向けて送信された複数のＶｏＩＰ
パケットの受信時刻に基づいて、通信経路が、通信経路Ｒ１から通信経路Ｒ２に切り替え
られる。このため、無線ＩＰネットワーク１０Ａ（または無線ＩＰネットワーク１０Ｂ）
の上り方向における通信品質（ジッタ）の劣化した場合でも、通信経路を切り替えること
ができる。
【０１１４】
　また、スイッチングサーバ１００によれば、音声信号がＩＰパケットに変換されたＶｏ
ＩＰパケットの受信時刻に基づいて通信経路を切り替えるか否かが即座に判定されるため
、平均的な送信間隔が長いＲＴＣＰパケットなどを用いる場合と比較して、通信品質の劣
化に迅速に対応することができる。すなわち、スイッチングサーバ１００によれば、フェ
ージングなど、急激な通信品質の劣化が生じ得る無線ＩＰネットワーク１０Ａ，１０Ｂに
も対応することができる。
【０１１５】
　スイッチングサーバ１００によれば、スイッチングサーバ１００が受信したＶｏＩＰパ
ケットのシーケンス番号（ｓｅｑ）及びＶｏＩＰパケットの時間長（２０ｍｓ）を用いて
求められる標準伝送時間と、所定の基準時刻（例えば、図１０に示した時刻ｔ０）から経
過時間との差に基づいて、通信経路を切り替えるか否かが判定される。すなわち、無音状
態が検出された場合などには、適宜所定の基準時刻が設定し直され（図４のステップＳ１
３参照）、通信経路の切り替えの判定に用いる範囲が変更されるため、通信経路を切り替
えるか否かの判定精度を高めることができる。
【０１１６】
　なお、スイッチングサーバ１００は、ＭＮからＣＮに向けて送信された複数のＶｏＩＰ
パケットについて、バッファリングせずにジッタを測定するのみであるため、ＶｏＩＰパ
ケットの伝送遅延は増大しない。
【０１１７】
　また、スイッチングサーバ１００によれば、同一の無線基地局との無線通信を実行する
複数のＭＮ（携帯電話端末３００Ａ，３００Ｂ及び３００Ｎ）の通信経路を切り替える場
合、まず、一部のＭＮ（例えば、携帯電話端末３００Ａ）との通信経路のみが切り替えら
れる（図６のステップＳ２１１参照）。さらに、当該一部のＭＮとの通信経路が切り替え
ると、当該一部のＭＮを除く残りのＭＮ（携帯電話端末３００Ｂ，３００Ｎ）との通信経
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路を切り替えるか否かが判定される。
【０１１８】
　このため、特定の無線基地局（例えば、無線基地局１１）において、トラフィックの増
大によって上り方向の通信品質が劣化した場合でも、切り替え先の無線ＩＰネットワーク
に含まれる無線基地局（例えば、無線基地局１３）が処理すべきトラフィックが急激に増
大することを回避できる。
【０１１９】
　また、通信システム１（例えば、スイッチングサーバ１００または携帯電話端末３００
Ａ）によれば、無音状態を検出することができるため、無音状態を含めてＶｏＩＰパケッ
トの受信間隔を判定することを回避できる。また、携帯電話端末３００Ａによれば、無音
状態のときには擬似パケットを送信することができる。このため、ＶｏＩＰパケットの受
信間隔、つまり、通信品質（ジッタ）をより正確に判定することができる。
【０１２０】
　さらに、本実施形態では、図７に示したように、所定の閾値（５ｍｓ）の経過後（時刻
ｔ２）に、擬似パケットＰ２１が送信される。当該閾値が、スイッチングサーバ１００で
の通信経路切り替え判定閾値（表３参照）と比較して十分に小さければ、スイッチングサ
ーバ１００は、通信経路切り替え判定閾値に到達する前に擬似パケットＰ２１を受信する
。このため、スイッチングサーバ１００は、無音状態であることを判定できる。また、ス
イッチングサーバ１００は、擬似パケットを受信すると、上述したように所定の基準時刻
（時刻ｔ０）を設定し直すため、通信経路を切り替えるか否かの判定精度を高めることが
できる。
【０１２１】
　一方、当該所定の閾値を長くし過ぎた場合、スイッチングサーバ１００は、擬似パケッ
トを適当なタイミングで受信できず、通信経路切り替え判定閾値に基づいて通信経路を切
り替える。しかしながら、スイッチングサーバ１００は、当該擬似パケットを受信次第、
通信経路を切り替え前の状態に戻すこともできる。
【０１２２】
（その他の実施形態）
　上述したように、本発明の一実施形態を通じて本発明の内容を開示したが、この開示の
一部をなす論述及び図面は、本発明を限定するものであると理解すべきではない。この開
示から当業者には様々な代替実施の形態が明らかとなろう。
【０１２３】
　例えば、上述した実施形態では、スイッチングサーバ１００において通信経路を切り替
えるか否かを判定する形態としたが、携帯電話端末３００Ａが、スイッチングサーバ１０
０から受信したＶｏＩＰパケットの受信間隔に基づいて、通信経路の切り替えを判定して
もよい。この場合、携帯電話端末３００Ａは、無線通信の状態（例えば、ＲＳＳＩやＣＩ
Ｒ）を含めて通信経路を切り替えるか否かを判定してもよい。
【０１２４】
　また、スイッチングサーバ１００は、アプリケーションを特定するアプリケーション情
報を取得して、取得したアプリケーション情報に応じて無音状態判定閾値（表１）や判定
条件（表２）を変更してもよい。なお、アプリケーションとしては、ＩＰ電話アプリケー
ションやＩＰＴＶアプリケーションなどが挙げられる。
【０１２５】
　また、上述した実施形態では、携帯電話端末３００Ａ（３００Ｂ，３００Ｎ）を例とし
て説明したが、携帯電話端末３００Ａに代えて、無線通信カードと、ＩＰ電話アプリケー
ションソフトウェア（いわゆるソフトフォン）を実装したパーソナル・コンピュータなど
とを用いてもよい。
【０１２６】
　このように、本発明は、ここでは記載していない様々な実施の形態などを含むことは勿
論である。したがって、本発明の技術的範囲は、上述の説明から妥当な特許請求の範囲に
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【図面の簡単な説明】
【０１２７】
【図１】本発明の実施形態に係る通信システムの全体概略構成図である。
【図２】本発明の実施形態に係る通信経路制御装置の機能ブロック構成図である。
【図３】本発明の実施形態に係る無線通信装置の機能ブロック構成図である。
【図４】本発明の実施形態に係る通信システムによる通信経路の切り替え動作を示すフロ
ー図である。
【図５】本発明の実施形態に係る通信システムによる擬似パケットの送信動作を示すフロ
ー図である。
【図６】本発明の実施形態に係る通信システムにおいて、複数の携帯電話端末との通信経
路を順次切り替える動作を示すフロー図である。
【図７】本発明の実施形態に係る通信システムによる擬似パケットの送信動作を説明する
説明図である。
【符号の説明】
【０１２８】
１…通信システム、１０Ａ，１０Ｂ…無線ＩＰネットワーク、２０…インターネット、１
１～１３…無線基地局、３０…中継センタ、４０…ユーザ構内、４１…ＩＰ電話交換機、
４２…ＩＰ電話端末、１００…スイッチングサーバ、１０１，１０３…ＭＮ側通信インタ
フェース、１０５…擬似パケット生成部、１０７…無音検出部、１０９…送信パケット振
り分け部、１１１…通信経路制御部、１１３…ＭＮ側受信制御部、１１５…ＣＮ側受信制
御部、１１７…ＣＮ側送信部、１１９…ＣＮ側通信経路制御部、１２１…タイマ、１２３
…ＣＮ側通信インタフェース、２００Ａ，２００Ｂ…ＶＰＮルータ、３００Ａ，３００Ｂ
，３００Ｎ…携帯電話端末、３０１，３０３…無線通信インタフェース、３０５…無線状
態監視部、３０７…受信制御部、３０９…送信パケット振り分け部、３１１…擬似パケッ
ト生成部、３１３…アプリケーション、３１５…無音検出部、３１７…ユーザインタフェ
ース、３１９…通信経路制御部、３２１…タイマ、Ｐ１１～Ｐ１６…ＶｏＩＰパケット、
Ｐ２１～Ｐ２ｎ…擬似パケット、Ｒ１，Ｒ２…通信経路
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